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別紙 10 個人情報保護特記事項 

（第 53条第 1項関係） 

 

（基本的事項） 

第 1条 小田原市（以下「市」という。）が本契約において個人情報を取り扱わせる者（以

下「事業者」という。）は、本契約を履行するに当たり、個人情報の保護に関する法律（平

成 15年法律第 57号）及び小田原市個人情報保護条例（平成 16年小田原市条例第 25号）

を遵守し、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよ

うにしなければならない。 

 

（秘密保持） 

第 2条 事業者は、本契約による業務等（以下「業務」という。）に係る個人情報の内容を

みだりに他人に知らせ、又は不当に使用してはならない。 

2 事業者は、本契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、本契

約による業務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当に使用してはな

らないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知し、個人情報保護及び守秘

義務の履行を事業者に誓約させなければならない。 

3 前 2項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

4 事業者は、本契約による業務に係る個人情報保護及び守秘義務の履行について市に誓約

書を提出しなければならない。 

 

（収集） 

第 3 条 事業者は、本契約による業務を実施するため個人情報を収集するときは、その目

的を明確にし、目的達成のため必要最小限のものとしなければならない。 

 

（委託目的外の使用等の禁止） 

第 4 条 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本契約による業務に係る個人情

報を当該業務の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（複写及び複製の禁止） 

第 5 条 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本契約による業務に係る個人情

報を複写し、又は複製してはならない。 

 

（厳重な保管及び搬送） 

第 6 条 事業者は、本契約による業務に係る個人情報の漏洩、改ざん、滅失その他の事故

を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 
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2 事業者及び事業者の指示により本契約による業務に従事する者は、市に対して作業場所

を明示し、本事業期間中は作業場所以外に個人情報を持ち出してはならない。ただし、

市の指示又は承諾に基づき、事業者は、市に対し次に掲げる事項を報告する場合は、こ

の限りではない。 

（1）利用目的 

（2）対象データ 

（3）データ格納媒体 

（4）保管・利用場所 

（5）データ受領日 

（6）返却／廃棄方法 

（7）返却／廃棄場所 

（8）返却／廃棄（予定）日 

（9）その他市が求める事項 

 

（再委託の禁止等） 

第 7条 事業者は、本契約による業務を履行するための個人情報を自ら取り扱うものとし、

第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により市の承諾を得た場

合又は本契約に特別の定めがある場合は、この限りではない。 

2 事業者は、前項ただし書の規定により個人情報を含む業務を第三者に取り扱わせる場合

は、当該第三者に対し、当該業務に関する行為について事業者と同様の義務を遵守させ、

その行為について一切の責任を負うものとする。 

3 事業者は、第１項ただし書の規定により、個人情報を含む業務を第三者に取り扱わせる

場合は、当該第三者に本契約による業務に係る個人情報保護及び守秘義務の履行につい

て誓約書を提出させ、市の確認を受けなければならない。 

 

（事故発生時の報告義務） 

第 8 条 事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じる恐れが

あることを知ったときは、速やかに市に報告し、その指示に従わなければならない。本

契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（個人情報の返還） 

第 9 条 事業者は、本契約が終了し、又は解除されたときは、本契約による業務に係る個

人情報を速やかに市に返還しなければならない。ただし、市の指示又は承諾があるとき

は、漏洩を来さない確実な方法で廃棄することができる。 

2 前項ただし書の規定により廃棄をしたときは、事業者は、市に対し次に掲げる事項を報

告しなければならない。 
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（1）廃棄年月日 

（2）廃棄場所 

（3）廃棄対象物 

（4）廃棄方法 

（5）廃棄責任者氏名 

（6）その他市が求める事項 

 

（適正な管理） 

第 10条 事業者は、第 1条から第 9条に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のため

に必要な措置を講じなければならない。 

 

以上 


